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（注）・所要保険料率は、医療給付費についての調整後の所要保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.45%）、前期高齢者納付金等
　　　　（3.44%）、保健事業費等（0.87%）、その他収入（▲0.03%）に係る合計の保険料率（4.73%）を加算したものである。

年齢調整 所得調整

医療給付費に
ついての調整前の
所要保険料率

（ａ）

医療給付費に
ついての調整後の
所要保険料率
（ａ＋ｂ）

所要保険料率
（ａ＋ｂ＋4.73）

全国計 5.27 － － 5.27

9.96鳥取支部 6.05 9.99 0.004

都道府県単位保険料率の算定について（令和２年度見込み）

保険料率
（精算反映後、

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ反映後）
（d）

調整（ｂ）

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ分

0.00010.00

9.98

保険料率
（精算反映後、

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ反映前）
（ｃ）

10.00 10.00

▲0.12 ▲0.70 5.23

令和２年度鳥取支部健康保険料率（見込み）について

１０．００％

平成３１年度

９．９９％

令和２年度
▲0.01％

（単位％）
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令和２年度介護保険料率（見込み）について

１．７３％

平成３１年度

１．７９％

令和２年度
＋0.06％

介護保険料の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう介護納付金の額
を総報酬で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されている。

各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。

介護納付金の額 － 国庫補助額
介護保険料率 ＝

介護保険料第号被保険者（４０歳～６４歳）の総報酬総額の見込み
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